
　部長及び参事官         　　　　　　　 　　　　　  通 指 発 第 1 6 6 号 

　　　　　　　　　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生企） 

  所　　属　　長  　                                令和７年12月12日 

　                 　　　　　　　                　 10年保存（口訓）  

                                                 　 本 部 長  

 

　　　非常通報装置の設置及び運用要領の制定について（通達甲） 

　県警察における非常通報装置の設置及び運用については、「非常通報装置の設

置及び運用要領の制定について（通達甲）」（平成27年12月３日通指発第322

号。以下「旧通達甲」という。）に基づき実施してきたところであるが、旧通達

甲の有効期間を考慮して、引き続き別添のとおり「非常通報装置の設置及び運用

要領」を定め、令和８年１月１日から実施することとしたので、誤りのないよう

にされたい。 

　なお、この通達甲の実施をもって旧通達甲は廃止する。



別添 

非常通報装置の設置及び運用要領 

第１　趣旨 

この要領は、非常通報装置（緊急通報を行うべき事案の発生に関する情報

をあらかじめ記録された音声又はデータにより通信指令課に送信するための

装置をいう。以下同じ。）の設置及び運用に関し必要な事項を定めるものと

する。 

第２　非常通報装置の設置対象施設 

非常通報装置は、警察の指導に沿った防犯・安全確保のための措置がとら

れている次に掲げる施設のうち、当該施設において事案が発生した場合の被

害程度及び社会的影響、当該施設に係る地域の治安状況、通信指令課におけ

る受理体制等の事情を総合的に勘案して非常通報装置の設置が適当であると

認められるものに設置するものとする。 

１　金融機関 

銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、郵便局、農（漁）業協同組合、信

託会社、証券会社、保険会社等をいう。 

２　国、地方公共団体等が設置する公共的施設 

学校（保育園等を含む。）、児童福祉施設、病院、鉄道会社等をいう。 

３　重要防護対象施設 

ライフライン関連施設、核物質取扱施設、銃砲・火薬類取扱施設等をい

う。 

４　１から３までに準ずる施設 

会社、工場、百貨店、ホテル、社寺等であって、１から３までの施設に準

じた取扱いをする必要があると本部長が認める施設をいう。 

第３　非常通報装置の要件 

非常通報装置又は非常通報装置による通報は、次に掲げる要件を満たすも

のとする。 

１　センサー等の感知により自動的に通報する装置ではないこと。 

２　誤操作による誤報等を防止するための機能及び正常に通報されているか否

かを通報者が確認することができる機能を備えた装置であること。 

３　通信指令課において、非常通報装置から送信される音声又はデータによる

情報を確実に受信し、発信番号通知その他の方法により、当該装置による通

報であること及び当該装置による通報の発信地を認識することができるこ

と。 

４　通信指令課において、逆信、画像受信その他の方法により、非常通報装置



の周囲の状況を確認することができること。 

５　１から４までに掲げるもののほか、通信指令業務に支障が生じるおそれが

ないと認められること。 

第４　非常通報装置の設置に係る手続 

１　設置承認申請 

非常通報装置を設置する施設（以下「設置施設」という。）の所在地を管

轄する署長（以下「管轄署長」という。）は、あらかじめ十分な時間的余裕

を持って、非常通報装置を設置する者（以下「設置者」という。）から次に

掲げる申請書類を提出させるものとする。 

(1)　別記第１号様式の非常通報装置設置承認申請書（以下「設置承認申請

書」という。）　２通 

(2)　添付書類　各２通 

ア　設置施設付近の見取図 

イ　設置施設内部の平面図 

ウ　非常通報装置の本体、発報・確認ランプ、通報用ボタン、逆信受理電

話機及び付加装置の取付位置を表示した平面図 

２　調査の実施 

設置承認申請書を受理した管轄署長は、別記第２号様式の非常通報装置設

置に関する調査書（以下「調査書」という。）の調査事項について調査する

とともに、必要な指導を行った上、調査結果を記載した調査書に申請書類１

部を添えて通信指令課長を経由して本部長に報告するものとする。この場合

において、設置施設が建設中等の理由により実地調査ができないときは、設

計図、計画書等により設置の必要性の有無を判断して調査書を作成するもの

とする。 

　３  設置承認等 

(1)　本部長は、管轄署長の報告に基づき、設置施設が第２に定める設置対象

施設に該当し、かつ、設置しようとする非常通報装置が第３に掲げる要件

を満たす場合は、設置を承認するものとする。 

(2)  本部長は、設置承認を決定したときは、別記第３号様式の非常通報装置

設置承認書（以下「設置承認書」という。）を作成し、管轄署長に送付す

るものとする。 

(3)  管轄署長は、設置承認書の送付を受けたときは、速やかに設置者に交付

するとともに、設置承認書に記載された条件を厳守するよう指示するもの

とする。 

(4)  本部長は、設置施設が第２に定める設置対象施設に該当せず、又は設置



しようとする非常通報装置が第３に掲げる要件を満たさない場合は、別記

第４号様式の非常通報装置設置（変更）不承認通知書（以下「不承認通知

書」という。）により、管轄署長を経由して設置者に通知するものとす

る。 

４　運用開始に伴う開通試験 

管轄署長は、設置者に対して、非常通報装置の運用を開始する前に、通信

指令課長との連絡の下に開通試験を行わせるものとする。 

第５　申請内容の変更に係る手続 

１　変更承認申請 

管轄署長は、設置者が設置承認を受けた非常通報装置について設置承認申

請書又はその添付書類の記載事項に係る変更をしようとするときは、別記第

５号様式の非常通報装置変更承認申請（届出）書２通を提出させるものとす

る。この場合において、設置施設の所在地若しくは構造又は非常通報装置そ

の他装置の設置位置に変更があるときは、当該変更内容に係る図面２通を添

えて提出させるものとする。 

２　調査の実施 

管轄署長は、申請内容に応じて必要な調査を実施するものとし、その手続

は第４の２を準用する。 

３　変更の承認等 

(1)  本部長は、変更内容等から、非常通報装置による通報に支障がないと認

める場合は、変更を承認するものとする。 

(2)　本部長は、変更（運用責任者及び保守者の変更を除く。）の承認を決定

したときは、別記第６号様式の非常通報装置変更承認書（以下「変更承認

書」という。）を作成し、管轄署長に送付するものとする。この変更承認

書には、必要に応じて適当と認められる条件を記載するものとする。 

なお、変更承認申請の内容が運用責任者及び保守者の変更である場合

は、変更承認書の作成及び交付は行わないものとする。 

(3)  管轄署長は、変更承認書の送付を受けたときは、速やかに設置者に交付

するものとする。 

(4)　変更を承認しない場合は、不承認通知書により、管轄署長を経由して設

置者に通知するものとする。 

４　変更に伴う開通試験 

管轄署長は、必要に応じて、設置者に対して開通試験を行わせるものとす

る。この場合においては、第４の４を準用する。 

第６　非常通報装置の廃止に係る手続 



管轄署長は、設置者から非常通報装置の廃止の申出を受けたときは、当該

設置者から別記第７号様式の非常通報装置廃止届２通を提出させ、そのうち

１通を通信指令課長を経由して本部長に送付し、報告するものとする。 

第７　設置者の遵守事項及び指導に従わない場合の措置 

１　設置者の遵守事項 

管轄署長は、設置者に次に掲げる事項を遵守するよう指導するものとす

る。 

(1)  設置施設ごとに運用責任者を置き、非常通報装置の運用に係る事務を行

わせるとともに、非常通報装置の設置及び運用その他設置施設の防犯・安

全確保に関して本部長又は管轄署長が行う指導に従うこと。 

(2)  非常通報装置による通報を適切に行い、誤報等を防止するために必要な

措置を講じるとともに、非常通報装置の構造等につき十分な知識を有する

者の保守点検を定期的に受け、その結果を別記第８号様式の非常通報装置

保守点検記録簿により明らかにしておくこと。 

(3)  非常通報装置による誤報等が発生した場合は、当該誤報等の原因を究明

し、再発防止のための措置を講じた上、その結果を別記第９号様式の非常

通報装置誤報等発生措置報告書により管轄署長を経由して本部長に報告す

ること。 

２　指導に従わない場合の措置 

本部長は、設置者又は運用責任者が非常通報装置の設置及び運用その他設

置施設の防犯・安全確保に関して本部長又は管轄署長が行う指導に従わない

場合は、設置者に対し、当該装置の廃止を求め、設置者がこれに従わない場

合は、当該装置による通報には対応することができない旨通知するものとす

る。 

第８　その他手続等に関する定め 

第４から第７までに定めるもののほか、非常通報装置の設置及び運用に係

る手続に関して必要な事項は、別に定めるものとする。 

第９　非常通報装置の設置及び運用に関する留意事項 

１　本部長及び管轄署長は、次に掲げる事項について、本部長にあっては通信

指令課通信指令官に、管轄署長にあっては署地域課長に実施させるものとす

る。 

(1)　設置者及び運用責任者に対し、非常通報装置の設置及び運用その他防

犯・安全確保に関して本部長又は管轄署長が行う指導に従うよう、第４か

ら第８までに定める事項について、あらかじめ十分に説明すること。 

(2)　非常通報装置に係る申請の内容が最新の情報に更新されているか等、非



常通報装置の設置状況を定期的に確認し、非常通報装置による通報に迅速

かつ的確に対応することができる体制であるか等について検証し、是正す

る措置をとる必要があると認めるときは、設置者に対し指導を行うこと。 

(3)　非常通報装置による通報、誤報等の件数等、非常通報装置の運用状況を

定期的に確認し、非常通報装置による通報が適切に行われているか、誤報

の多発により通信指令業務に支障が生じていないか等について検証するこ

と。 

２　管轄署長は、設置者又は運用責任者に対して１(2)による指導を行った場

合は、別記第10号様式の非常通報装置指導報告書により、本部長に報告する

ものとする。 

第10　非常通報装置の管理 

通信指令課長は、県下の非常通報装置設置者一覧表を作成して非常通報装

置の設置、変更又は廃止の都度、同表を整備し、非常通報装置の配置状況等

を管理するものとする。



別記 

第１号様式（第４関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

　高知県警察本部長　殿 

申請者（設置者） 

住所 

氏名 

非常通報装置設置承認申請書 

 

　非常通報装置の設置についての承認を受けたいので、関係書類を添えて申請し

ます。 

記 

１　設置施設名・所在地 

 

２　運用開始予定日 

　　　年　　月　　日（開通試験予定日　　　　年　　月　　日） 

３　機器の形式 

 

４　運用責任者 

 

５　施工者（保守者）名 

 

電話番号（　　　）　　　－ 

６　通報録音文 

 

７　接続電話番号 

　　（　　　）　　　－ 

８　連絡電話番号 

（　　　）　　　－ 

９　添付書類 

 (1)　設置施設付近の見取図 

 (2)　設置施設内部の平面図  

 (3)　非常通報装置の本体、発報・確認ランプ、通報用ボタン、逆信受理電話機

及び付加装置の取付位置を表示した平面図 

 

注　添付する図面の大きさは、原則として日本産業規格Ａ列４番とし、各葉に設

置施設名を記載すること。



第２号様式（第４関係） 

　本部長　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発第　　号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署長 

非常通報装置設置に関する調査書 

 

　　　　年　月　日に設置承認申請のあった非常通報装置につき調査した結果

は、下記のとおりであるから報告する。 

記 

 住所 

申 請 者 氏名 

電話番号

 設 置 施 設 所在地 

設 名称 

置 電話番号

場

所 地域の治安状況

通報用ボタ 営業室等 

ンの数及び

取付位置の

適否 その他の 

場所

発報・確認ランプの

数、取付位置の適否

通報電話は専用回線であるか 　　　　番号通知設定になっているか

非常通報装置以外の防 ○夜間機械警備　（　有 　・　無 　） 

犯装置の有無 ○その他防犯設備

 

 



 事案が発生したこ 営業室等 有  

 とを他の多くの従 無

 業員に同時に周知

付 させることができ 有人電話 有  

加 る装置（ランプ・ 交換室 無

装 ブザー等） 

置 その他の 有  

の 場所 無

種

類 逆信受理電話機の 営業室等

・ 設置場所 

数 その他

・

取 事案発生時、営業 有  

付 室内の状況を具体  

位 的に把握できる装  

置 置（テレビ・透視鏡等） 無

の

適 そ の 他 の 装 置 有  

否 無

備　　　　　　考

調 査 担 当 者 　　　　　課　　　　　　係 

階級　　　　　氏名          　　　            

警電

非常通報装置の設置 　設置（変更）は、適当であると認める。 

（変更）の適否につい  

ての意見 　設置（変更）は、不適当であると認める。 

  　理由（                                  ）

注１　各項目ごとに調査結果を記載し、該当しない項目は空欄とすること。 

２　□は、項目に該当するときのみレ印を記入し、「有」の場合にはその内容

　を記載すること。



第３号様式（第４関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 　 月 　 日 

　　　　　　　　　　　　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県警察本部長 □印  

 

非常通報装置設置承認書 

 

　　　年　月　日に申請のあった非常通報装置の設置については、次の事項を

遵守することを条件として承認します。 

記 

１　運用責任者は、当該装置を的確に操作するため、定期的に関係者に対する指

　導教養を行うとともに、当該装置の構造等につき十分な知識を有する者の保守

　点検を定期的に受け、その結果を非常通報装置保守点検記録簿により明らかに

　しておくこと。 

２　非常通報装置による通報は、緊急通報を行うべき事案が発生した場合におい

て、通常の緊急通報を行うことが困難であるときに限って行うこと。 

３　非常通報装置設置承認申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらか

じめ、非常通報装置変更承認申請書２通を所轄警察署長に提出し、警察本部長

の承認を受けること。 

４　誤報等が発生したときは、当該誤報等の原因を究明し、再発防止のための措

置を講じた上、非常通報装置誤報等発生措置報告書により所轄警察署長を経由

して警察本部長に報告すること。 

５　非常通報装置を廃止するときは、非常通報装置廃止届２通を所轄警察署長に

提出し、警察本部長に報告すること。 

６　非常通報装置取扱上の注意事項の徹底を図ること。



第４号様式（第４、第５関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 　 月 　 日 

　　　　　　　　　　　　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県警察本部長 □印  

 

非常通報装置設置（変更）不承認通知書 

 

                                  　　　　　　　　設置 
　　　年　月　日に申請のあった非常通報装置の

　　変更　　
については、

 

承認しないことを通知します。 

 

　理由 



第５号様式（第５関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日 

　高知県警察本部長　殿 

                　　　　　　　　　      申請者（設置者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

                                        　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名                     

 

非常通報装置変更承認申請（届出）書 

 

　下記のとおり非常通報装置承認申請事項の変更について　　承認申請し 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届 け 出　　　 

ます。 

記 

１　設置施設名 

 

２　設置施設所在地 

 

３　変更運用開始予定日 

　　　年　　月　　日（開通試験予定日　　　　年　　月　　日） 

４　変更の理由 

 

 

５　変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１　設置施設の所在地若しくは構造又は非常通報装置その他装置の設置位置を

変更する場合は、当該変更内容に係る図面を添付すること。 

  ２  添付する図面の大きさは、原則として日本産業規格Ａ列４番とすること。 



第６号様式（第５関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 　 月 　 日 

　　　　　　　　　　　　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県警察本部長 □印  

 

非常通報装置変更承認書 

 

　　　年　月　日に申請のあった非常通報装置の         　　　　の変更に

　　　ついては、これを承認します。



第７号様式（第６関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日 

　高知県警察本部長　殿 

申請者（設置者） 

住所 

                                           

氏名                   

 

非常通報装置廃止届 

 

　非常通報装置を次のとおり廃止したので、届け出ます。 

記 

１　廃止年月日 

 

２　設置施設名 

 

３　設置施設所在地 

 

４　機器の形式等 

 

５　廃止の理由



第８号様式（第７関係） 

非常通報装置保守点検記録簿 

実施月日 保守点検項目 結果 実施者

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   

   ／   



第９号様式（第７関係） 

                                                          年　月　日 　 

　高知県警察本部長　殿                                　　              

                          　　　　　　　住　所 

                                        氏　名　　　　　　　　　　 

 

非常通報装置誤報等発生措置報告書 

設置施設名

所　在　地

発 生 日 時       年　月　日　午前・後　　時　　分ころ

誤報等発生状況及びその原因

誤報等の再発防止のための措置



第10号様式（第９関係） 

  本部長　殿                                     　　　 　発第　　号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日 

　                                                       　 　　署長 

非常通報装置指導報告書 

 

　このたび、下記事項について指導したので報告します。 

記 

１　指導年月日 

 

 

２　指導対象設置施設名 

 

 

３　指導対象設置施設所在地 

 

 

４　指導対象者（設置者・運用責任者・その他） 

 

 

５　指導実施者 

    所属 

　　階級　　　　　　　氏名 

６　指導内容


